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○鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例 

昭和56年3月27日 

条例第10号 

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。 

(目的) 

第1条 この条例は、母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童及び父母のない児童に係る医療

費を助成することにより、これらの者の健康を保持し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 母子家庭の母 

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者の

ない女子で、現に児童を扶養し、本市に住所を有するものをいう。 

(2) 父子家庭の父 

母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を

扶養し、本市に住所を有するものをいう。 

(3) 児童 

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法

施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害

の状態にある者をいう。 

(4) 父母のない児童 

父母(実父母及び養父母をいう。以下同じ。)と死別した児童、父母の生死が明らかでな

い児童、父母に遺棄されている児童及びこれらに準ずると市長が認める児童をいう。 

(5) 養育者 

現に父母のない児童を養育する者であつて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3

第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」

という。)及び同法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)以外のもので本市に住

所を有するものをいう。 

(6) 医療保険各法 

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員

共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康

保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。 

(平4条例7・平7条例31・平8条例28・平9条例16・平10条例2・平16条例1・平17条例1・

平21条例11・平24条例67・平26条例39・一部改正) 

(助成対象者等) 
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第3条 この条例に基づく医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法

の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者の医療の確保に関する

法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(1) 母子家庭の母 

(2) 父子家庭の父 

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父に現に扶養されている児童 

(4) 父母のない児童 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。 

(1) 母子家庭の母、父子家庭の父又は養育者(市長が規則で定める者に限る。)の前年の所得

(1月から7月までの医療の給付を受ける場合にあつては、前々年の所得とする。以下同じ。)

が、施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき。 

(2) 養育者(前号に規定する市長が規則で定める者を除く。)の前年の所得が、施行令第2条

の4第7項に規定する額以上であるとき。 

(3) 母子家庭の母若しくは父子家庭の父の配偶者の前年の所得又は母子家庭の母若しくは

父子家庭の父の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でこれらの者

と生計を同じくするものの前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であると

き。 

(4) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当

該養育者の生計を維持するものの前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上で

あるとき。 

(5) 助成対象者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助を受けている者 

イ 児童福祉施設等の入所者で、医療費についてそれぞれ法の定めるところにより支給さ

れているもの 

ウ 小規模住居型児童養育事業者又は里親に委託されている者 

エ 鹿児島市こども医療費助成条例(昭和48年条例第29号)に基づく医療費の助成を受ける

者が現に監護する者 

オ 鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(昭和49年条例第21号)の規定による医療費

助成の対象者 

3 前項第1号から第4号までの規定は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、

自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有

に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等に

より補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある

場合において、当該損害を受けた月から翌年の7月31日までの医療費の給付については、当該
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損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しないものとする。 

(昭61条例10・平4条例7・平4条例28・平7条例31・平8条例28・平10条例2・平11条例15・

平16条例1・平18条例6・平20条例9・平21条例11・平28条例46・平30条例44・平31条例

1・一部改正) 

(助成金の額) 

第4条 医療費の助成額は、助成対象者が医療保険各法による療養の給付若しくは療養費、家族

療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は高齢者の医療の確保に関す

る法律による療養の給付若しくは療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合に、健

康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養に要する費用の額の算定

方法の例により算定した額から、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に定め

る給付額及び法令の規定により国又は地方公共団体が負担する医療の給付に要する費用の額

を控除した額(以下「一部負担金」という。)とする。 

2 前項の一部負担金について、医療保険各法の規定により附加給付を受けることができるとき

は、その給付額を助成額から控除する。 

(平7条例31・平8条例28・平20条例9・一部改正) 

(受給資格の認定申請) 

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、受給

資格の認定を受けなければならない。 

2 第3条第2項の規定にかかわらず、鹿児島市こども医療費助成条例第5条第2項の規定に基づき

同条例の規定する受給資格の認定を受けたものとみなされた者は、前項の申請をすることが

できる。 

(平7条例31・平30条例44・一部改正) 

(受給者証の交付) 

第6条 市長は、前条の申請に基づき、助成対象者に該当すると認めたときは、規則の定めると

ころにより、母子・父子家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付

する。 

(平20条例9・一部改正) 

(助成金の請求) 

第7条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、医療費の助成金(以下「助成

金」という。)の支給を受けようとするときは、規則の定めるところにより、市長に請求する

ものとする。 

(助成金の支給) 

第8条 市長は、前条の規定による請求があつたときは、助成金の額を決定し、受給者に支給す

る。 

(助成金支給の制限) 
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第9条 市長は、助成金の支給原因である疾病又は負傷が、第三者の行為によつて生じたもので

あり、受給者が当該第三者から同一の事由につき、既に損害賠償を受けたときは、その額の

限度において、助成金を支給しない。 

2 受給者が助成金の支給を受けた後において、第三者から損害賠償を受けたときは、受給者は

速やかに支給を受けた助成金の限度において、市長の定める額を返還しなければならない。 

(届出の義務) 

第10条 受給者は、第5条に規定する申請の内容に変更を生じたときは、規則で定めるところに

より、速やかに市長に届け出なければならない。 

(譲渡又は担保の禁止) 

第11条 助成金の支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

(助成金の返還) 

第12条 偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その

者からすでに支給した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。 

(委任) 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年10月1日以降の療養の給付及び療養に要

した費用から適用する。 

(平16条例68・旧付則・一部改正) 

(吉田町等の編入に伴う経過措置) 

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入

日」という。)前に、吉田町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年吉田町条例第17

号)、桜島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成7年桜島町条例第12号)、喜入町ひと

り親家庭医療費助成に関する条例(平成7年喜入町条例第18号)、松元町ひとり親家庭医療費助

成に関する条例(平成7年松元町条例第19号)及び郡山町ひとり親家庭医療費助成に関する条

例(平成7年郡山町条例第16号)(以下「5町条例」という。)の規定によりされた申請その他の

行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。 

(平16条例68・追加) 

3 編入日前に5町の区域に住所を有していた者の編入日前の診療に係る医療費に対する助成の

うち、編入日以後に請求がされたものについては、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5

町条例の例による。 

(平16条例68・追加) 

4 編入日から平成17年3月31日までの間に、5町であつた区域に住所を有している者の当該期間

の診療に係る医療費に対する助成については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5町条
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例の例による。 

(平16条例68・追加) 

付 則(昭和57年3月29日条例第4号) 

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。 

付 則(昭和58年1月28日条例第2号) 

1 この条例は、昭和58年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

2 施行日において、改正後の条例の規定により助成金の受給資格を有することになる70歳以上

の者が、施行日から6か月の間に第5条の認定を受けたときは、施行日において認定されたも

のとみなす。 

付 則(昭和59年12月22日条例第43号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(昭和61年3月31日条例第10号) 

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。 

付 則(平成4年3月18日条例第7号) 

この条例は、平成4年4月1日から施行する。 

付 則(平成4年10月5日条例第28号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)

第3条第2項第1号に規定する額(同号に規定する者に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定す

る控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びにその者の扶養親族等で

ない児童がない場合の額(以下「控除対象配偶者等がない場合の額」という。)に限る。以下

同じ。)並びに同項第3号及び第4号に規定する額については、次表の左欄に掲げる額が同表の

右欄に掲げる額に達するまでの間は、当該右欄に掲げる額とする。 

改正後の条例第3条第2項第1号に

規定する額 

児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年

政令第236号)による改正前の施行令(以下「改正前の施行

令」という。)第2条の2第1項に規定する額のうち控除対象

配偶者等がない場合の額 

改正後の条例第3条第2項第3号に

規定する額 

改正前の施行令第2条の2第2項に規定する額 

改正後の条例第3条第2項第4号に

規定する額 

改正前の施行令第2条の2第2項に規定する額 

付 則(平成7年6月20日条例第31号) 

(施行期日) 
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1 この条例は、平成7年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の第4条の規定は、施行日以後に受けた療養の給付又は療養に要した

費用に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた療養の給付又は療養に要した費

用に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

(鹿児島市乳幼児医療費助成条例の一部改正) 

3 鹿児島市乳幼児医療費助成条例(昭和48年条例第29号)の一部を次のように改正する。 

第2条第1号中「および」を「及び」に改め、同条第2号に次のただし書を加える。 

ただし、鹿児島市母子家庭等医療費助成条例(昭和56年条例第10号。以下「母子家庭等条

例」という。)第3条に定める母子家庭等条例に基づく医療費の助成対象者を除く。 

第2条第3号ただし書を次のように改める。 

ただし、鹿児島市重度心身障害者等医療費助成条例(昭和49年条例第21号)第3条に定める

同条例に基づく医療費の助成の対象となる者及び母子家庭等条例第3条に定める母子家庭

等条例に基づく医療費の助成対象者を除く。 

(鹿児島市乳幼児医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置) 

4 施行日前に前項の規定による改正前の鹿児島市乳幼児医療費助成条例の規定に基づく乳幼

児医療費の助成対象者であった者で、施行日以後に鹿児島市母子家庭等医療費助成条例の規

定による母子家庭等医療費の助成対象者となるものの施行日前に受けた医療の給付に係る助

成金の請求及び支給等については、なお従前の例による。 

付 則(平成8年6月27日条例第28号) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例の規定は、平成8年4月1日(以下

「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費

については、なお従前の例による。 

付 則(平成9年3月28日条例第16号) 

この条例は、平成9年4月1日から施行する。 

付 則(平成10年3月3日条例第2号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成11年3月26日条例第15号) 

この条例は、平成11年4月1日から施行する。 

付 則(平成16年2月24日条例第1号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成16年10月18日条例第68号) 

この条例は、平成16年11月1日から施行する。 

付 則(平成17年3月1日条例第1号) 



7/8 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成18年3月31日条例第6号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日

以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前

の例による。 

付 則(平成20年3月26日条例第9号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日前に改正前の第6条の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証

は、改正後の第6条の規定により交付された母子・父子家庭等医療費受給者証とみなす。 

3 この条例による改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施

行の日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に

対する助成については、なお従前の例による。 

(鹿児島市乳幼児医療費助成条例の一部改正) 

4 鹿児島市乳幼児医療費助成条例(昭和48年条例第29号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

付 則(平成21年3月27日条例第11号) 

この条例は、平成21年4月1日から施行する。 

付 則(平成24年12月25日条例第67号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成26年6月26日条例第39号抄) 

この条例は、平成26年10月1日から施行する。 

付 則(平成28年10月3日条例第46号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(平成30年6月28日条例第44号抄) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。 

付 則(平成31年2月20日条例第1号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 
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2 平成29年以前の分の所得に係る改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例第3条第3

項の規定の適用については、同項中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配

偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規

定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とする。 
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○鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則 

昭和56年6月22日 

規則第29号 

(注) 平成4年から改正経過を注記した。 

(趣旨) 

第1条 この規則は、鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例(昭和56年条例第10号 以下「条

例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(平20規則26・一部改正) 

(父母のない児童に準ずる児童) 

第2条 条例第2条第4号に規定するこれらに準ずると市長が認める児童は、次の各号の一に該当

する児童とする。 

(1) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童 

(2) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養

を受けることができない児童 

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができな

い児童 

(平4規則94・平7規則64・一部改正、平26規則88・旧第3条繰上) 

(市長が定める養育者) 

第3条 条例第3条第2項第1号に規定する市長が定める者は、父母に遺棄されている児童並びに

前条第1号及び第2号に規定する児童を養育する者とする。 

(平4規則94・追加、平26規則88・旧第3条の2繰上) 

(受給資格の認定) 

第4条 条例第5条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、母子・父子家庭等医

療費受給資格認定申請書(様式第1)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものと

する。 

(1) 医療保険各法に基づく被保険者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する

法律(昭和57年法律第80号)に基づく被保険者証 

(2) 別表に定める書類 

(3) その他市長が特に必要があると認める書類 

(平7規則64・平8規則90・平14規則114・平20規則26・一部改正) 

(受給者証等) 

第5条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第2による。 

2 市長は、受給資格がないと認定した者に対しては、母子・父子家庭等医療費受給資格不認定

通知書(様式第3)により通知するものとする。 

(平20規則26・一部改正) 
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(受給者証の再交付) 

第6条 条例第6条の規定により交付を受けた受給者証を破損し、又は紛失したことにより受給

者証の再交付を受けようとする者は、母子・父子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第

4)を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、その内容を審査のうえ、適当と認めたと

きは、受給者証を再交付することができる。 

(平20規則26・一部改正) 

(現況届の提出) 

第7条 受給者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、その年の8月1日における受給者の現況

を記載した母子・父子家庭等医療費受給者現況届(様式第5)に受給者証を添えて市長に提出し、

受給資格の確認を受けなければならない。 

2 前項の受給資格の確認を受けていない者は、助成金の支給を受けることはできないものとす

る。 

(平4規則59・平7規則64・平20規則26・一部改正) 

(受給資格の期間) 

第8条 受給資格の期間は、受給資格の認定を受けた日の属する月の初日から受給資格を喪失し

た日の属する月の末日までとする。 

(平4規則59・平7規則64・一部改正) 

(助成金支給の申請) 

第9条 助成金の支給を受けようとする者は、母子・父子家庭等医療費助成金支給申請書(様式

第6)に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。 

2 前項の申請は、医療保険各法による療養の給付若しくは療養費、家族療養費、訪問看護療養

費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給

付若しくは療養費若しくは訪問看護療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けた

日の属する月の翌月から起算して1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があ

ると市長が認めたときは、この限りでない。 

(平4規則59・平7規則31・平7規則64・平8規則90・平20規則26・一部改正) 

(保険医療機関等の証明) 

第10条 前条第1項の申請には、当該診療について条例第4条第1項に規定する療養の給付等が行

われたこと及び当該診療に要した費用に関する保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第

70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規

定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の証明を添付するものとする。 

2 市長は、前項の証明に要する費用を毎月分の助成金に加算して受給者に支給する。 

(平4規則59・平7規則64・平8規則90・平14規則114・平20規則26・一部改正) 

(助成金の支給) 
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第11条 市長は、第9条の規定による申請書の提出があつた場合においては、その内容を審査の

うえ、助成額を決定し、支給するものとする。助成金を支給しないことを決定したときは、

母子・父子家庭等医療費助成金不支給決定通知書(様式第7)により当該受給者に通知するもの

とする。 

(平4規則59・平7規則31・平7規則64・平19規則9・平20規則26・一部改正) 

(支払の調整) 

第12条 市長は、受給者に既に助成金を支給した場合において、その額に過誤があつたときは、

当該過誤となつた助成金について、当該過誤があつた支払月の翌月以降の助成金との間で必

要な調整を行うことができる。 

(平24規則61・追加) 

(届出) 

第13条 受給者は、次の各号に掲げる事項について変更があつたときは、速やかに母子・父子

家庭等医療費受給資格変更・喪失届(様式第8)に受給者証を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 住所・氏名 

(2) 保険者名 

(3) 受給資格の該当事由 

(4) 附加給付の内容 

(5) その他必要な事項 

(平4規則59・平7規則64・平19規則9・平20規則26・一部改正、平24規則61・旧第12条

繰下) 

(委任) 

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

(平4規則59・平7規則64・一部改正、平24規則61・旧第13条繰下) 

付 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日以降の療養の給付及び療養に要した費用

から適用する。 

付 則(昭和59年3月31日規則第26号) 

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。 

付 則(平成4年3月31日規則第59号) 

この規則は、平成4年4月1日から施行する。 

付 則(平成4年10月5日規則第94号) 

この規則は、平成4年11月1日から施行する。 

付 則(平成5年6月30日規則第69号) 

この規則は、平成5年7月1日から施行する。 
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付 則(平成6年3月31日規則第33号) 

この規則は、平成6年4月1日から施行する。 

付 則(平成7年3月31日規則第31号) 

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。 

2 改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、平成7年4月1日(以下「施行

日」という。)以後の療養の給付及び療養に要した費用に係る助成金の請求について適用し、

施行日前の療養の給付及び療養に要した費用に係る助成金の請求については、なお従前の例

による。 

付 則(平成7年7月21日規則第64号) 

この規則は、平成7年8月1日から施行する。 

付 則(平成8年6月27日規則第90号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則(様式第2及び様式第6の改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市母子家庭等医療

費助成条例施行規則の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医

療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。 

付 則(平成9年12月24日規則第114号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則(平成14年12月25日規則第114号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則

に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市母子家庭等医療

費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。 

付 則(平成16年2月27日規則第12号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 改正後の様式第6の規定は、平成15年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。 

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則

に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市母子家庭等医療

費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。 

付 則(平成17年3月30日規則第37号) 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

付 則(平成19年2月26日規則第9号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則
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に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市母子家庭等医療

費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。 

付 則(平成20年3月26日規則第26号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する

様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則

に規定する様式により作成された書類とみなす。 

付 則(平成20年8月12日規則第90号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定

する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行

規則に規定する様式により作成された書類とみなす。 

付 則(平成24年7月9日規則第61号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則第12条の規定は、平成24年4月1

日以後に支給した助成金から適用する。 

付 則(平成26年9月17日規則第88号抄) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。 

付 則(平成26年12月22日規則第109号抄) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定

する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行

規則に規定する様式により作成された書類とみなす。 

付 則(平成28年2月3日規則第9号抄) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 
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(適用区分) 

3 改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式は、平成28年4

月1日以後になされる処分に係るものから適用し、同日前になされる処分に係るものについて

は、なお従前の例による。 

付 則(平成29年7月14日規則第77号抄) 

(施行期日) 

1 この規則は鹿児島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30

号)の施行の日から施行する。 

(施行の日 平成29年7月18日) 

(経過措置) 

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定

する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行

規則に規定する様式により作成された書類とみなす。 

付 則(令和3年3月31日規則第45号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成さ

れた書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類

とみなす。 

別表(第4条関係) 

(平14規則114・全改、平20規則90・平24規則61・一部改正) 

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による公

的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者 年金証書又は手当証書 

(2) 児童扶養手当の支給を受けている者以外の者 前年の所得を確認できる書類(公簿等で

前年の所得が確認できる者を除く。)及び次の表の左欄に掲げる受給資格の事由等の区分ご

とに右欄に掲げる書類 

配偶者又は父母と死別した

こと。 

戸籍謄本又は死亡を確認できる書類 

離婚した者であること。 戸籍謄本又は離婚を確認できる書類及び養育費等に関する申告書 

配偶者又は父母から遺棄さ

れた者であること。 

戸籍謄本、事実の申立書及び民生委員の状況確認書類 

配偶者又は父母の生死が不

明であること。 

戸籍謄本、事実の申立書及び民生委員の状況確認書類又は官公署

若しくは船舶・航空会社の証明書 
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配偶者又は父母が障害のた

め労働能力を有していない

者であること。 

戸籍謄本及び身体障害者手帳、療育手帳(判定書)又は医師の診断

書 

配偶者又は父母が拘禁され

ているため扶養を受けるこ

とができないこと。 

戸籍謄本及び拘置所長又は刑務所長の証明書 

婚姻によらない父又は母で

あること。 

戸籍謄本、事実を確認できる書類、民生委員の状況確認書類及び

養育費等に関する申告書 

配偶者又は父母が海外にあ

つて扶養を受けることがで

きないこと。 

戸籍謄本、事実の申立書及び民生委員の状況確認書類 

養育者であること。 戸籍謄本、事実の申立書、民生委員の状況確認書類及び児童の父

母に関する書類 
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様式第1(第4条関係) 

(令3規則45・全改) 

様式第2(第5条関係) 

(平14規則114・全改、平19規則9・平20規則26・一部改正) 

様式第3(第5条関係) 

(平4規則59・平7規則64・平17規則37・平20規則26・平28規則9・一部改正) 

様式第4(第6条関係) 

(平19規則9・全改、平20規則26・令3規則45・一部改正) 

様式第5(第7条関係) 

(令3規則45・全改) 

様式第6(第9条関係) 

(平19規則9・全改、平20規則26・平26規則109・令3規則45・一部改正) 

様式第7(第11条関係) 

(平19規則9・全改、平20規則26・平28規則9・一部改正) 

様式第8(第13条関係) 

(平19規則9・追加、平20規則26・平26規則88・平29規則77・令3規則45・一部改正) 

 


